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論文審査の結果の要旨 

【本論文の意義】  

刑法典の総則規定、および、刑法総論の理論は、刑法典以外の刑罰法規、すなわち特別刑法にも

妥当する。しかしながら、特別刑法が、他の法令の一部である場合、当該法令の知識も必要になる

ことから、そのような刑罰法規の理論的検討は、相対的に手薄にならざるをえない。不正競争防止

法上の営業秘密侵害罪もその一つで、実務上頻繁に用いられる重要な刑罰法規であるにもかかわら

ず、その理論的検討は必ずしも十分とは言えない状況にあった。帖佐氏の博士学位申請論文「営業

秘密侵害罪の主観的要件を考える」は、知的財産法の専門家である申請者が、営業秘密侵害罪につ

いて、刑法理論に基づく包括的な検討を加えるものである。 

営業秘密侵害罪とは一つの犯罪類型を指すものではなく、営業秘密の不正使用・開示を中心に、

その取得・領得などの準備的行為や、不正使用による生成物の移転に関する行為など、営業秘密に

関する様々な行為類型のいわば総称であり、不正競争防止法21条1項1～5号、2項1～5号に定められ

ている。それぞれの犯罪類型は、全て「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害

を加える目的」という共通の目的要件を持ち、本論文は、これにスポットを当てるものである。た

だし、本論文の内容は、単一の目的要件だけを検討するというものにはとどまらない。営業秘密侵

害罪は故意犯であり、目的という故意以外の主観的要件を検討するためには、故意と目的との関係

に目を向けることが必要不可欠である。そして、故意とは客観的構成要件要素の認識・認容なの

で、必然的に客観的構成要件についても検討することになる。したがって、本論文は、目的要件の

検討という文脈ながらも、実質的に、営業秘密侵害罪全体の包括的検討をおこなっている。最近で

は、営業秘密侵害罪の目的要件についての最高裁判例が登場したこともあり、刑法学の観点から目

的要件について検討する研究が登場しはじめたが、個々の類型の検討にとどまり、本論文のような

包括的・統一的な検討をしたものは見当たらない。 

また、本論文は、アメリカ経済スパイ法（連邦法典1831条から1839条）における営業秘密侵害罪

に相応する1832条について、その主観的要件を中心に規定の内容や裁判例を紹介し、分析を加えて

いる。この点にも意義が認められる。 

 

【本論文の構成と内容】本学位申請論文は、九つの章からなる。 

まず、「第一、はじめに」では、営業秘密侵害罪の目的要件（「不正利得加害目的」と呼称され

る）が紹介され、適切な処罰範囲の画定という本論文を通じての問題意識が示される。 

次に、「第二、営業秘密保護の意義と保護法益」では、営業秘密侵害罪の保護法益が示される。

同罪の保護法益は、個人的法益である「営業秘密の財産的価値」と社会的法益である「公正な競争

秩序の維持」の二つであるとされる。申請者は、このうち後者の社会的法益がより重要であるとし

た上で、その内容を決定づける「公正な競争秩序」について、「成果の程度に応じた（経済的な）

勝者の決定を歪曲しないとする秩序」と定義する。一方、前者の個人的法益については、従たるも

ので、財産価値の低下は営業秘密の独占性の喪失によってもたらされるとする。以上の保護法益と



 

の関係で、各行為類型の法益侵害・危殆化の有無・内容について整理が行われ、目的要件が本罪の

法益侵害・危殆化を基礎づける重要な役割を持つという基本的視点が示される。 

「第三、不正利得加害目的の概要、立法趣旨、そして消極的動機説」においては、目的要件につ

いて、不正競争防止法を所管する経済産業省が支持していると見られる有力説について紹介した上

で、その内容を鋭く批判する。有力説は、背任罪（刑法247条）における目的要件に関する通説で

ある消極的動機説を、若干の修正を加えつつ営業秘密侵害罪に転用しようとする見解で、秘密保有

者のための行為、および、公益目的の行為以外は全て目的要件を充足するという立場である。本論

文は、この見解が根拠とする、営業秘密侵害罪の目的要件と背任罪のそれとの文言の類似性、およ

び、立法時の議論について、いずれも十分な根拠を持たないことを指摘した上で、立案担当者らが

営業秘密侵害罪の目的要件の呼称について、文言が異なるにもかかわらず背任罪と同じ「図利加害

目的」を安易に用い続けていることが大きな誤解を生んでいると非難する。また、本罪の立案趣旨

において、目的要件が処罰範囲を明確に限定するため違法性を基礎づける機能を持つものとされて

いること、法益侵害を示す「財産上の損害」を要件とするため加害目的との関係が問題となる背任

罪と異なり、営業秘密侵害罪には法益侵害を条文上要求していない類型があり、とりわけ2項1号の

領得類型について、有力説では処罰の基礎を欠くことになる、などとの批判を述べる。 

「第四、不正利得加害目的の解釈論（総論）」においては、不正利得加害目的の解釈についての

基本的な考え方が示される。目的要件の解釈は、営業秘密侵害罪の保護法益から基本的に導かれ、

「不正な利益を得る目的」は、「公正な競争秩序の維持」（社会的法益）に対応する。その際、不

正競争は競業関係にある者だけではなく、異なる取引段階や異業種の者によってももたらされると

する（それぞれを狭義の「競争」、広義の「競争」（の侵害）と呼称している）。そして、「営業

秘密保有者に損害を加える目的」は、「営業秘密の財産的価値」（個人的法益）に対応する。ま

た、公益目的による行為は不可罰とするのが法の趣旨で、目的要件はその機能を担うともする。 

「第五、不正利得加害目的の解釈論（各論）」では、各号の犯罪類型における具体的な解釈と、

それに基づく適用について検討がなされている。例えば、2項1号の領得類型については、使用・開

示の準備的行為である領得は、それ自体は法益侵害を惹起せず、客観的には可罰的な法益危殆化も

ないため、目的要件がその可罰性を基礎づけることから、同号の目的要件は、「近い将来の使用又

は開示による不正な経済的利益を得ること、又は、加害の動機」であるとする。他方、2項2号など

の使用・開示類型については、当該行為によって法益が侵害されているので、「当該使用・開示行

為によって、不正な経済的利益を得ること、または、保有者に損害を加えることの認識・認容」で

足り、動機までは必要がないとする。 

「第六、主観的要件における他の学説とその検討」、「第七、主観的要件における判例／裁判

例」では、主観的要件に関する刑法学説と裁判例の網羅的な検討が行われている。学説について

は、第三で紹介された有力説が実際にはあまり支持を得られていないこと、また、裁判例について

は、近時登場した最高裁判例に対する検討が行われ、調査官解説などでは判例が中立的な立場を採

ったとの指摘があるが、判例の表現の詳細な検討や事実関係に鑑みれば、本論文の見解に親和的で

あることなどが示されている。 

「第八、米国経済スパイ法の検討」では、米国の経済スパイ法が採り上げられている。米国経済

スパイ法の1832条においては、日本の営業秘密侵害罪と類似する行為態様が規制されているが、主

観的要件が「経済的利益」を得る目的に限定されている。その経済的利益を得る目的を判断するた

めに、裁判例においては、営業秘密の使用・開示の有無が事実上決定的となっている傾向にあるこ

とから、営業秘密保護法制の中核が、日本と米国で異ならないことが示されている。 

最後に「第九、おわりに」で、以上の検討のまとめが行われている。 

 

【本論文に対する評価】  

冒頭の【本論文の意義】で示した通り、本学位申請論文は、営業秘密侵害罪の目的要件の検討

という形ではあるものの、同罪の各類型について、それぞれ具体的事例を挙げながら、客観的要件

と主観的要件の両面について詳細な検討を行うものであり、刑法学の論文として、本罪に関するは

じめての包括的研究論文と呼べるものである。また、不正競争防止法を所管する経済産業省が支持

していると見られる有力説について、様々な観点から鋭い批判を加えており、その説得力は相当の



 

ものがある。今後、有力説は何らかの対応を必要とするものと思われる。 
一方で、本論文の採用する見解について、（一部の類型について）何故認識ではなく動機まで必

要なのか、侵害された法益ではなく行為者の目的に経済的利益という限定がかかるのは何故なのか

という点について、他の犯罪類型（例えば背任罪）において、伝統的には類似の主張が見られると

ころではあるものの、とりわけ現在の理論的状況に基づけば、説得的な論証が十分になされている

とは必ずしもいえない。この点は、積極的な目的要件を要求する他の犯罪類型との比較が十分では

ないことに起因する。もっとも、そのような難点はあるものの、本論文は、我が国における営業秘

密侵害罪の研究の基礎をなすものの一つに位置付けられることに疑いはない。 
以上の理由により、本論文は、課程博士に相応しい内容を備えており、よって、申請者である帖

佐隆氏に博士の学位を授与することができるものと審査員は全員一致で判断する。 

 


